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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ体を保持可能な筒状のレンズ保持部材と、該レンズ保持部材を光軸方向へ移動可
能に支持する付勢部材と、前記レンズ保持部材の外周に巻回されて固定されたコイルと、
該コイルに対向配置された磁石と、該磁石を固定するとともに前記レンズ保持部材を収容
可能なケースと、を備え、
前記コイルに電流を流すことによって、前記レンズ保持部材が前記付勢部材の付勢力に抗
して一方向へ移動し、前記光軸方向における前記コイルと前記磁石との位置関係が相対的
に変化するレンズ駆動装置において、
　前記レンズ保持部材の前記一方向への移動に伴って、前記コイルと前記磁石との間隔が
小さくなるように、当該磁石を傾けて配置させ、
　前記コイルは、前記磁石と同じ向きに傾くように前記レンズ保持部材に巻回されている
ことを特徴とするレンズ駆動装置。
【請求項２】
　前記ケースは金属材からなり、
　前記ケースには、前記磁石の側面に沿って傾いた内壁部が形成されており、
該内壁部に前記磁石が接着剤によって固定されていることを特徴とする請求項１に記載の
レンズ駆動装置。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばカメラ付き携帯機器に搭載されるレンズ駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話に代表される携帯機器にカメラ機構が搭載されているのは一般的となっ
てきた。そして、この小型の携帯機器に搭載されるカメラ機構の主要部品であるレンズ駆
動装置には、小型化の要求に加え、精度良くレンズ体（レンズが装着される鏡筒）を駆動
させるという要求が高まってきた。この２つの要求を満たすべきレンズ駆動装置として、
レンズ体を保持するレンズホルダ（レンズ保持部材）を駆動するための磁気回路をレンズ
ホルダの周囲に設けたものが良く知られている。
【０００３】
　上述したレンズ駆動装置として、特許文献１（従来例）では、図１２に示すようなレン
ズ駆動装置９００が提案されている。図１２は、従来例のレンズ駆動装置９００を説明す
る分解斜視図である。
【０００４】
　図１２に示すレンズ駆動装置９００は、金属板部材を埋設したベース部材９０１と、図
示しないレンズ体を保持可能なレンズ保持体９０３と、金属線材がレンズ保持体９０３に
巻回されたコイル９０４と、コイル９０４と等間隔に対向して配設された４つの磁石９０
５と、レンズ保持体９０３を光軸方向（図１２に示すＺ方向）に移動可能に支持する弾性
部材（下側板ばね９０６及び上側板ばね９０７）と、金属板材からなるヨーク９０８と、
環状に形成されたスペーサ部材９０９と、を備えて構成されている。そして、レンズ駆動
装置９００が組み立てられると、ベース部材９０１とヨーク９０８とが一体化され、その
収容空間に、レンズ保持体（レンズ保持部材）９０３、コイル９０４、４つの磁石９０５
等が収容される。
【０００５】
　また、レンズ駆動装置９００は、図示しないレンズ体をレンズ保持体９０３に保持し、
図示しない撮像素子を実装した基板上に取り付けられる。そして、レンズ駆動装置９００
により、撮像素子に対して、レンズ体に保持されたレンズを光軸方向（図１２に示すＺ方
向）に駆動させ、焦点距離を調整することができる。その際には、ヨーク９０８の四隅に
配置された４つの磁石９０５とコイル９０４とヨーク９０８とで磁気回路が形成され、コ
イル９０４に通電して生じる電磁力により、レンズ保持体９０３を光軸方向に沿って移動
させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１７９６３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような一般的なレンズ駆動装置では、コイルに通電してレンズ保持部材を光軸方向
に沿って移動させると、レンズ保持部材に保持されたコイルと固定された磁石との相対位
置がずれることとなり、磁石の中心位置からレンズ保持部材が離れるにしたがって、電磁
力が弱まるようになる。一方、弾性部材に支持されたレンズ保持部材が弾性部材の付勢力
に抗して移動する場合は、移動すればするほど、弾性部材からの引き戻しの力が強くなる
。これらのことから、レンズ保持部材の移動端部近傍において、レンズ保持部材への推力
が大きく落ち、レンズ保持部材の移動量とコイルの通電量との直線関係性が悪くなるとい
う課題があった。
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するもので、レンズ保持部材の移動端部でも推力が低下
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しにくいレンズ駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題を解決するために、本発明のレンズ駆動装置は、レンズ体を保持可能な筒状の
レンズ保持部材と、該レンズ保持部材を光軸方向へ移動可能に支持する付勢部材と、前記
レンズ保持部材の外周に巻回されて固定されたコイルと、該コイルに対向配置された磁石
と、該磁石を固定するとともに前記レンズ保持部材を収容可能なケースと、を備え、前記
コイルに電流を流すことによって、前記レンズ保持部材が前記付勢部材の付勢力に抗して
一方向へ移動し、前記光軸方向における前記コイルと前記磁石との位置関係が相対的に変
化するレンズ駆動装置において、前記レンズ保持部材の前記一方向への移動に伴って、前
記コイルと前記磁石との間隔が小さくなるように、当該磁石を傾けて配置させ、前記コイ
ルは、前記磁石と同じ向きに傾くように前記レンズ保持部材に巻回されていることを特徴
としている。
 
【００１０】
　これによれば、本発明のレンズ駆動装置は、一方向へ移動するに従って、コイルと磁石
との間に働く電磁力が強くなる。このことにより、磁石を傾けて配置しない場合と比較し
て、一方向におけるレンズ保持部材への推力の低下を防ぐことができる。従って、レンズ
保持部材の一方向の移動端部でも推力が低下しにくいレンズ駆動装置を提供することがで
きる。また、磁石から発生する磁束がコイルに対して直交或いは直交により近くなるよう
にすることができる。このことにより、磁石から発生する磁束を効率的にコイルに作用さ
せることができ、より推力を得ることができる。
 
【００１１】
　また、本発明のレンズ駆動装置は、前記ケースが金属材からなり、前記ケースには、前
記磁石の側面に沿って傾いた内壁部が形成されており、該内壁部に前記磁石が接着剤によ
って固定されていることを特徴としている。
【００１２】
　これによれば、金属材で作製されたケースの寸法精度で、磁石の傾きの精度を出すこと
ができる。このことにより、想定される磁石とコイルとの相対位置の精度が向上し、所望
されたレンズ保持部材の移動量とコイルの通電量との関係性を得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のレンズ駆動装置は、一方向へ移動するに従って、コイルと磁石との間に働く電
磁力が強くなる。このことにより、磁石を傾けて配置しない場合と比較して、一方向にお
けるレンズ保持部材への推力の低下を防ぐことができる。従って、レンズ保持部材の一方
向の移動端部でも推力が低下しにくいレンズ駆動装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する分解斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する図であって、図３（ａ）は、
図２をＺ１側から見た上面図であり、図３（ｂ）は、図２をＹ２側から見た正面図である
。
【図４】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する図であって、図４（ａ）は、
図２に示すケースを省略した斜視図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示すスペーサ部
材を更に省略した斜視図である。
【図５】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する図であって、図５（ａ）は、
図２をＺ２側から見た底面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すベース部材を省略
した底面図である。
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【図６】本発明の第１実施形態に係わるレンズ駆動装置のレンズ保持部材を説明する図で
あって、図６（ａ）は、レンズ保持部材の斜視図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示
すレンズ保持部材にコイルが巻回された斜視図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係わるレンズ駆動装置のケースを説明する図であって、
図７（ａ）は、ケースを上方から見た斜視図であり、図７（ｂ）は、ケースを下方側から
見た斜視図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係わるレンズ駆動装置のケースを説明する図であって、
図５（ｂ）に示す底面図から更に付勢部材及びレンズ保持部材を省略した底面図である。
【図９】本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置を説明する図であって、図９（ａ）は、
図３（ａ）に示すＩＸ－ＩＸ線における断面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示す
Ｐ部分の拡大断面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係わるレンズ駆動装置の付勢部材を説明する図であっ
て、図１０（ａ）は、図１に示す上側板ばねをＺ１側から見た上面図であり、図１０（ｂ
）は、図１に示す下側板ばねをＺ１側から見た上面図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に係わるレンズ駆動装置の付勢部材及びベース部材を説
明する図であって、図１１（ａ）は、ベース部材の斜視図であり、図１１（ｂ）は、図１
１（ａ）のベース部材に下側板ばねが載置された状態を示す斜視図である。
【図１２】従来例のレンズ駆動装置を説明する分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置１０１を説明する分解斜視図である。
図２は、本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置１０１を説明する斜視図である。図３（
ａ）は、図２をＺ１側から見たレンズ駆動装置１０１の上面図であり、図３（ｂ）は、図
２をＹ２側から見たレンズ駆動装置１０１の正面図である。図４（ａ）は、図２に示すレ
ンズ駆動装置１０１のケース４を省略した斜視図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示
すスペーサ部材Ｓ９を更に省略した斜視図である。図５（ａ）は、図２をＺ２側から見た
レンズ駆動装置１０１の底面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すベース部材８を
省略した底面図である。
【００１９】
　本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置１０１は、図２、図３及び図５（ａ）に示すよ
うな直方体形状の外観を呈し、図１に示すように、レンズ体（図示していない）を保持可
能な筒状のレンズ保持部材２と、レンズ保持部材２の外周に巻回されて固定されたコイル
３と、レンズ保持部材２を収容可能なケース４と、コイル３に対向配置された磁石５と、
レンズ保持部材２を光軸方向へ移動可能に支持する付勢部材６と、を備えて構成されてい
る。他に、本発明の第１実施形態では、レンズ駆動装置１０１は、図４（ｂ）に示すよう
に、レンズ保持部材２の下方（図４に示すＺ２方向）に配設されたベース部材８と、図４
（ａ）に示すように、レンズ保持部材２の上方（図４に示すＺ１方向）に配設されたスペ
ーサ部材Ｓ９と、を備えている。
【００２０】
　また、付勢部材６は、図４（ｂ）に示すように、レンズ保持部材２の上部に固定される
上側板ばね６Ａと、図５（ｂ）に示すように、レンズ保持部材２の下部に固定される２つ
の下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅと、を備えて構成され、レンズ保持部材２を支持し
ている。なお、本発明の第１実施形態では、付勢部材６は、レンズ保持部材２を下方に向
けて付勢している。
【００２１】
　そして、レンズ駆動装置１０１は、図示しないレンズ体をレンズ保持部材２に保持し、
撮像素子を実装した基板（図示していない）上に取り付けられる。そして、レンズ体に保
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持されたレンズを光軸方向（図２に示すＺ方向）に駆動させて焦点距離を調整するために
、レンズ駆動装置１０１は、電源からコイル３に電流が流されて生じる電磁力により、撮
像素子に対して、レンズ保持部材２を付勢部材６の付勢力に抗して一方向である上方向（
Ｚ１方向）へ移動させるものである。
【００２２】
　次に、各構成部品について詳細に説明する。先ず、レンズ駆動装置１０１のレンズ保持
部材２について説明する。図６は、レンズ保持部材２を説明する図であって、図６（ａ）
は、レンズ保持部材２の斜視図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示すレンズ保持部材
２にコイル３が巻回された斜視図である。
【００２３】
　レンズ駆動装置１０１のレンズ保持部材２は、合成樹脂の１つである液晶ポリマー（Ｌ
ＣＰ、Liquid Crystal Polymer）等を用い、図６に示すように、筒状に形成されており、
円形の外周面及び内周面を有する筒部１２と、筒部１２の下端（図４に示すＺ２側）の外
周面から径方向外側に突出した鍔部３２と、から構成されている。そして、レンズ保持部
材２は、図４に示すように、ベース部材８の上方（図４に示すＺ１方向）に配置されてい
る。
【００２４】
　レンズ保持部材２の筒部１２は、その内周面に、図６に示すように、雌ねじ部１２ｎが
形成されており、この雌ねじ部１２ｎに図示しないレンズ体が装着されて、保持される。
また、筒部１２の外周面には、図６に示すように、コイル３を内側から支持するコイル支
持部１２ｊが均等に４箇所（図６では２箇所を図示している）に設けられ、コイル支持部
１２ｊの一端側（上端側）には、鍔部３２と対向して径方向外側に突出した庇部１２ｈが
形成されている。
【００２５】
　また、庇部１２ｈの更に上方の筒部１２の外周面には、図６に示すように、台座部１２
ｄが２箇所、対角線上に対向して形成されている。そして、レンズ駆動装置１０１が組立
てられた際には、図４（ｂ）に示すように、対向する（図４（ｂ）に示すＸ方向）２箇所
の台座部１２ｄと上側板ばね６Ａ（後述する第１部分１６）とが接着剤で固定される。
【００２６】
　また、鍔部３２側のレンズ保持部材２の底面には、図５（ｂ）に示すように、下方（図
５（ｂ）では紙面手前で図６に示すＺ２方向）に突出する円柱状の凸設部１２ｔが４箇所
（２つの凸設部１２ｔ1及び２つの凸設部１２ｔ2）に設けられている。そして、レンズ駆
動装置１０１が組立てられた際には、図５（ｂ）に示すように、２つの凸設部１２ｔ1が
かしめられて下側板ばね６Ｃ（後述する第３部分３６）と係合するとともに、２つの凸設
部１２ｔ2がかしめられて下側板ばね６Ｅ（後述する第３部分３６）と係合する。
【００２７】
　更に、レンズ保持部材２の底面には、図５（ｂ）に示すように、下方に突出する角柱状
の絡げ部１２ｋが２箇所に設けられている。そして、コイル３のコイル端部のそれぞれが
、この絡げ部１２ｋに巻き付けられて、２つの下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅにそれ
ぞれ半田付けされている。なお、図５（ｂ）では、２つのコイル端部と下側板ばね６Ｃ及
び下側板ばね６Ｅとを半田付けした半田ＨＤを破線で囲まれたクロスハッチングで模式的
に示している。
【００２８】
　次に、レンズ駆動装置１０１のコイル３について説明する。コイル３は、外周に絶縁被
覆（コーティング）が施された金属線材からなり、図６（ｂ）に示すように、レンズ保持
部材２の外周に巻回されて、図１に示すように、略八角形の環状に形成さている。その際
には、コイル３は、図６（ｂ）に示すように、庇部１２ｈと鍔部３２との間に配設され、
コイル支持部１２ｊに内側から支持されて固定される。なお、コイル３は、金属線材が巻
回されて束ねられた形状となっているが、図１、図４及び図６（ｂ）では、簡略化して、
表面を平坦にして示している。
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【００２９】
　また、コイル３は、巻回された金属線材の両端部が電気的に導通可能となっており、前
述したように、図５（ｂ）に示すように、コイル端部のそれぞれが２つの下側板ばね６Ｃ
及び下側板ばね６Ｅと半田付けされて電気的に接続されている。
【００３０】
　次に、レンズ駆動装置１０１のケース４について説明する。図７（ａ）は、ケース４を
上方から見た斜視図であり、図７（ｂ）は、ケース４を下方側から見た斜視図である。図
８は、図５（ｂ）に示す底面図から更に付勢部材６（下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅ
）及びレンズ保持部材２を省略した底面図である。図９は、本発明の第１実施形態のレン
ズ駆動装置１０１を説明する図であって、図９（ａ）は、図３（ａ）に示すＩＸ－ＩＸ線
における断面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示すＰ部分の拡大断面図である。な
お、図９では、レンズ保持部材２が付勢部材６に付勢されて下限に位置する状態を示して
いる。
【００３１】
　ケース４は、鉄等の軟磁性体の金属板を用いて折り曲げ加工、絞り加工等を行い作製さ
れており、図７に示すような外形が箱状に形成されて、図３（ａ）に示すような略矩形状
（平面視して）をしている。そして、ケース４は、図７に示すように、筒状の外周部４Ａ
と、外周部４Ａの上端（図１に示すＺ１側）と連続して設けられた平板状の上板部４Ｂと
、上板部４Ｂに形成された開口部４ｋの一部から下方（図７に示すＺ２方向）に延設され
た４つの内ヨーク４Ｃと、を有して構成されている。また、ケース４は、図２に示すよう
に、レンズ保持部材２、コイル３、磁石５、付勢部材６（上側板ばね６Ａ、下側板ばね６
Ｃ、下側板ばね６Ｅ）及びスペーサ部材Ｓ９を覆うようにして、それら部材を収容して、
ベース部材８に係合され、ベース部材８と一体化されている。
【００３２】
　また、レンズ駆動装置１０１が組み立てられた際には、図８に示すように、外周部４Ａ
の４つの角部と内ヨーク４Ｃとの間に磁石５が配設されるようになり、コイル３、磁石５
及びケース４（外周部４Ａ、上板部４Ｂ、内ヨーク４Ｃ）で磁気回路が形成される。つま
り、ケース４は、磁石５のヨークとして機能し、レンズ保持部材２を光軸方向へ移動する
推力の向上に寄与している。
【００３３】
　また、ケース４の外周部４Ａには、図３（ｂ）に示すように、上方側が中央側（レンズ
保持部材２側）に向けて傾いた傾斜部分を有しており、図９に示すように、金属板を加工
して作製されているので、その傾斜部分の内壁部４ｗも傾いて形成されている。そして、
この内壁部４ｗは、図９に示すように、傾いて配設させたい磁石５の側面に沿って形成さ
れており、磁石５は、この内壁部４ｗに接着剤によって固定されている。つまり、このケ
ース４の内壁部４ｗに接着剤によって磁石５を固定することにより、金属板で作製された
ケース４の寸法精度（傾きの精度）で、磁石５の傾きの精度を出すことができる。
【００３４】
　次に、レンズ駆動装置１０１の磁石５について説明する。磁石５は、例えばサマリウム
コバルト磁石を４つ用い、図８に示すように、ケース４の外周部４Ａの４つの角部に、コ
イル３に対向して配設されて固定されている。また、磁石５は、図１に示すように、平面
視して、台形形状をなす柱状に形成されているとともに、図９に示すように、光軸方向（
図９に示すＺ方向）と交差する方向における断面形状が一定の形状を有している。なお、
磁石５は、短辺側の面と長辺側の面とに直交する直線方向に着磁されている。言い換える
と、磁石５はコイル３と対向する内側と内側の反対側である外側（図８を参照）とで異な
る磁極となるように着磁されている。
【００３５】
　これにより、磁石５の生産性が良く、磁石５から発生する磁束が安定したものとなる。
ここで云う“交差する方向”は、本発明の第１実施形態では、光軸方向と直交するＸ－Ｙ
平面に対して４°傾いた方向である。したがって、第１実施形態においては、磁石５の上
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部が下部よりもレンズ保持部材２の筒部１２に近づく向きに、４°傾いた状態で配置され
る。なお、この磁石５の傾斜角度は、４°に限定されず、２°～６°の範囲で好適に設定
できる。このような角度で磁石５を傾斜させることにより、レンズ保持部材２が上方向に
移動した際にも、推力の低下を適切に抑制することができる。
【００３６】
　以上のようにして、レンズ保持部材２及びコイル３とケース４及び磁石５とが各々配設
されて構成されているので、レンズ駆動装置１０１は、電源からコイル３に電流が流され
て生じる電磁力により、コイル３に推力が働き、レンズ保持部材２が付勢部材６の付勢力
に抗して一方向へ移動するようになっている。この際には、光軸方向におけるコイル３の
中心部と光軸方向における磁石５の中心部との位置関係が相対的に変化するようになって
いる。
【００３７】
　そして、レンズ駆動装置１０１は、図９（ｂ）に示すように、磁石５を傾けて配置させ
ているので、レンズ保持部材２の一方向（上方向）への移動に伴って、コイル３の側面と
磁石５の傾斜面との対向する間隔が小さくなるように構成されている。これにより、一方
向へ移動するに従って、コイル３と磁石５との間に働く電磁力が強くなる。このことによ
り、磁石５を傾けて配置しない場合と比較して、一方向におけるレンズ保持部材２への推
力の低下を防ぐことができる。従って、レンズ保持部材２の一方向の移動端部でも推力が
低下しにくいレンズ駆動装置１０１を提供することができる。なお、本発明の第１実施形
態では、付勢部材６がレンズ保持部材２を下方（図９に示すＺ１方向）に向けて付勢して
いるので、付勢部材６の付勢力に抗して移動する一方向は、上方（図９に示すＺ１方向）
になる。
【００３８】
　また、本発明の第１実施形態では、前述したように、ケース４の内壁部４ｗに磁石５が
固定されるので、金属材で作製されたケース４の内壁部４ｗの寸法精度（傾きの精度）で
、磁石５の傾きの精度を出すことができる。このことにより、想定される磁石５とコイル
３との相対位置の精度が向上し、所望されたレンズ保持部材２の移動量とコイル３の通電
量との関係性を得ることができる。
【００３９】
　次に、レンズ駆動装置１０１のスペーサ部材Ｓ９について説明する。スペーサ部材Ｓ９
は、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ、polybutyleneterephtalate）等の合成樹脂を
用い、図１に示すように、中央に略円形状の開口部Ｓ９ｋを有し略矩形形状をなした枠体
である。また、スペーサ部材Ｓ９は、図４（ａ）に示すように、上側板ばね６Ａの上方に
配設されて、図９に示すように、このスペーサ部材Ｓ９と磁石５とで上側板ばね６Ａの一
部（後述する第２部分２６）を挟持している。
【００４０】
　次に、レンズ駆動装置１０１の付勢部材６について説明する。図１０は、付勢部材６を
説明する図であって、図１０（ａ）は、図１に示す上側板ばね６ＡをＺ１側から見た上面
図であり、図１０（ｂ）は、図１に示す下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６ＥをＺ１側から
見た上面図である。図１１は、付勢部材６及びベース部材８を説明する図であって、図１
１（ａ）は、ベース部材８の斜視図であり、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のベース部材
８に下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅが載置された状態を示す斜視図である。
【００４１】
　レンズ駆動装置１０１の付勢部材６は、銅合金を主な材質とした金属板から作製されて
おり、図４（ｂ）に示すように、レンズ保持部材２の筒部１２の内周面よりも大径な開口
を有し、レンズ保持部材２とスペーサ部材Ｓ９との間に配設される上側板ばね６Ａと、レ
ンズ保持部材２とベース部材８との間に配設される２つの下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね
６Ｅと、から構成されている。そして、レンズ保持部材２と付勢部材６のそれぞれ（上側
板ばね６Ａ、下側板ばね６Ｃ、下側板ばね６Ｅ）が係合されて、レンズ保持部材２が光軸
方向（図２に示すＺ方向）へ移動可能になるように、レンズ保持部材２を支持している。
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なお、下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅ（２つの板ばね）は、図５（ｂ）に示すように
、半田ＨＤによりコイル３と電気的に接続されているので、コイル３への給電部材として
の機能も有している。
【００４２】
　付勢部材６の上側板ばね６Ａは、図１０（ａ）に示すように、外形形状が略矩形状をし
ており、レンズ保持部材２に固定される２箇所の第１部分１６と、磁石５とスペーサ部材
Ｓ９とで挟持されて固定される４箇所の第２部分２６と、第１部分１６と第２部分２６と
の間に位置する４箇所の弾性腕部６６ａと、２箇所の第２部分２６同士を繋ぐ桟部７６と
、を有して構成されている。
【００４３】
　また、上側板ばね６Ａがレンズ駆動装置１０１に組み込まれた際には、図４（ｂ）に示
すように、第１部分１６がレンズ保持部材２の台座部１２ｄに載置され、第１部分１６と
台座部１２ｄとを接着剤で固定することにより、上側板ばね６Ａの一方側がレンズ保持部
材２に固定されるようになる。また、第２部分２６が磁石５の上面と当接し（図４（ｂ）
を参照）、スペーサ部材Ｓ９を介してケース４により圧接されて、上側板ばね６Ａの他方
側が固定されるようになる。
【００４４】
　また、上側板ばね６Ａは、図１０（ａ）に示すように、ほぼ線対称の形状に構成してお
り、レンズ保持部材２に対して第１部分１６の２箇所の均等な位置で接続されているとと
もに、ケース４（磁石５）に対して第２部分２６の４箇所の均等な位置で接続されている
。これにより、レンズ保持部材２をバランス良く支持することができる。
【００４５】
　付勢部材６の下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅは、図１０（ｂ）に示すように、外形
形状が略矩形状でそれぞれの内側形状が半円形状をしており、レンズ保持部材２と係合さ
れる４箇所の第３部分３６と、ベース部材８と係合される４箇所の第４部分４６と、第３
部分３６と第４部分４６との間に位置する４箇所の弾性腕部６６ｃ及び弾性腕部６６ｅと
、それぞれ２箇所の第３部分３６を繋ぐ第１連結部８６と、それぞれ２箇所の第４部分４
６を繋ぐ第２連結部９６と、を有して構成されている。
【００４６】
　また、この下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅがレンズ駆動装置１０１に組み込まれた
際には、図５（ｂ）に示すように、レンズ保持部材２の２つの凸設部１２ｔ1（１２ｔ）
が、図１０（ｂ）に示す下側板ばね６Ｃの第３部分３６に設けられた貫通孔３６ｋに挿通
されて嵌合されるとともに、レンズ保持部材２の２つの凸設部１２ｔ2（１２ｔ）が、図
１０（ｂ）に示す下側板ばね６Ｅの第３部分３６に設けられた貫通孔３６ｋに挿通されて
嵌合される。これにより、下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅの一方側がレンズ保持部材
２に位置決めされるとともに、レンズ保持部材２に固定される。なお、この際には、レン
ズ保持部材２の凸設部１２ｔ（１２ｔ1、１２ｔ2）に熱かしめを施して、より確実に下側
板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅをレンズ保持部材２に固定している。
【００４７】
　一方、下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅの第４部分４６に設けられた貫通孔４６ｍ（
図１０（ｂ）を参照）が、図１１（ｂ）に示すように、後述するベース部材８の上面に設
けられた突設部１８ｔ（１８ｔ1、１８ｔ2）に挿通されて嵌合される。これにより、下側
板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅの他方側がベース部材８に位置決めされるとともに、ベー
ス部材８に固定される。
【００４８】
　また、下側板ばね６Ｃと下側板ばね６Ｅとは、図１０（ｂ）に示すように、ほぼ線対称
の形状に構成しており、レンズ保持部材２に対して第３部分３６の４箇所の均等な位置で
接続されているとともに、ベース部材８に対して第４部分４６の４箇所の均等な位置で接
続されている。これにより、レンズ保持部材２をバランス良く支持することができる。従
って、以上のように構成された付勢部材６は、レンズ保持部材２を光軸方向へ移動可能に
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支持している。
【００４９】
　最後に、レンズ駆動装置１０１のベース部材８について説明する。ベース部材８は、レ
ンズ保持部材２と同じ液晶ポリマー（ＬＣＰ）等の合成樹脂材を用いて射出成形して作製
されており、図１１（ａ）に示すように、外形が矩形の板状形状で構成され、その中央部
分に円形状の開口部８ｋを有する環状形状に形成されている。また、ベース部材８の上面
には、図１１（ａ）に示すように、上方に向けて突出する４つの突設部１８ｔ（２つの突
設部１８ｔ1及び２つの突設部１８ｔ2）が四隅に設けられている。そして、前述したが、
図１１（ｂ）に示すように、下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅの貫通孔４６ｍ（図１０
（ｂ）を参照）に、この突設部１８ｔが挿通されて嵌合される。なお、この際には、ベー
ス部材８の突設部１８ｔに熱かしめを施して、より確実に下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね
６Ｅをベース部材８に固定している。
【００５０】
　また、ベース部材８には、図１１（ａ）に示すように、銅や鉄若しくはそれらを主成分
とした合金等の材質を用いた金属板からなる２つの端子Ｔ７（端子Ｔ７Ｃ及び端子Ｔ７Ｅ
）が、インサート成形されて埋め込まれている。この電気的に絶縁された２つの端子Ｔ７
のそれぞれは、図示していない撮像素子を実装した基板の電極ランドと電気的に接続され
、この基板の電極ランドから電力を供給できるようになっている。
【００５１】
　また、端子Ｔ７の一方の端子Ｔ７Ｃは、図１１（ｂ）に示す下側板ばね６Ｃの貫通孔４
６ｓの部分で、図１１（ａ）に示す接続部Ｔ７ｄと電気的に接続されるとともに、端子Ｔ
７の他方の端子Ｔ７Ｅは、図１１（ｂ）に示す下側板ばね６Ｅの貫通孔４６ｔの部分で、
図１１（ａ）に示す接続部Ｔ７ｆと電気的に接続されている。これにより、この端子Ｔ７
Ｃ及び端子Ｔ７Ｅから、下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅを介して、コイル３に電流を
流すことができる。なお、下側板ばね（６Ｃ、６Ｅ）と端子Ｔ７（Ｔ７Ｃ、Ｔ７Ｅ）との
接続は、半田付け等により容易に接続される。
【００５２】
　また、ベース部材８には、詳細な図示はしていないが、銅や鉄若しくはそれらを主成分
とした合金等の材質を用いた金属板からなる接続部材５７も、端子Ｔ７と同様に、インサ
ート成形されて埋め込まれており、接続部材５７の一部は、図３（ａ）に示すように、ケ
ース４の四隅に一部を露出している。そして、ケース４の外周部４Ａの内壁とベース部材
８の外周側面が組み合わされて位置決めされた後に、ベース部材８の接続部材５７とケー
ス４の四隅とのつなぎ目部分を４箇所溶接して、ケース４をベース部材８に固定している
。
【００５３】
　最後に、レンズ駆動装置１０１の動作について簡単に説明する。先ず、レンズ駆動装置
１０１においては、コイル３の両端部が下側板ばね６Ｃ及び下側板ばね６Ｅを介して端子
Ｔ７Ｃと端子Ｔ７Ｅとに電気的に接続されているため、端子Ｔ７Ｃ及び端子Ｔ７Ｅからコ
イル３に電流を流すことができる。一方、磁石５からの磁束は、磁石５を発してコイル３
を通過してケース４の内ヨーク４Ｃに向かい、ケース４の上板部４Ｂを介して、外周部４
Ａから磁石５に戻るものとなっている。
【００５４】
　この初期状態から（図９に示す状態）、端子Ｔ７Ｅ側からコイル３に電流を流すと、コ
イル３にはフレミングの左手の法則に従って、光軸方向であるＺ２方向からＺ１方向、つ
まり一方向へ向かう電磁力が発生する。そして、付勢部材６が光軸方向であるＺ１方向か
らＺ２方向への他方向へ付勢しているので、その付勢力に抗してレンズ保持部材２が一方
向に移動することとなる。その際に、図９（ｂ）に示す実線のコイル３の位置から図９（
ｂ）に示す二点鎖線のコイル３の位置までコイル３が移動するので、コイル３の側面と磁
石５の傾斜面との対向する間隔が徐々に小さくなっていく。これにより、一方向（Ｚ１方
向）へ移動するに従って、レンズ保持部材２が受ける他方向（Ｚ２方向）への付勢力は増
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加するが、コイル３と磁石５との間に働く電磁力は強くなる。このため、一方向の移動端
部でもレンズ保持部材２の推力が低下せずに移動することとなる。
【００５５】
　以上のように構成された本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置１０１における、効果
について、以下に纏めて説明する。
【００５６】
　本発明の第１実施形態のレンズ駆動装置１０１は、コイル３に通電してレンズ保持部材
２が付勢部材６の付勢力に抗して一方向に移動することにより、コイル３と磁石５との光
軸方向の位置が変化した場合であっても、コイル３と磁石５との間隔が一方向において小
さくなるように磁石５を傾けて配置させている構成とした。このため、一方向へ移動する
に従って、コイル３と磁石５との間に働く電磁力が強くなる。このことにより、磁石５を
傾けて配置しない場合と比較して、一方向におけるレンズ保持部材２への推力の低下を防
ぐことができる。従って、レンズ保持部材２の一方向の移動端部でも推力が低下しにくい
レンズ駆動装置１０１を提供することができる。
【００５７】
　また、磁石５の側面に沿って傾いたケース４の内壁部４ｗに、磁石５が接着剤によって
固定されているので、金属材で作製されたケース４の寸法精度で、磁石５の傾きの精度を
出すことができる。このことにより、想定される磁石５とコイル３との相対位置の精度が
向上し、所望されたレンズ保持部材２の移動量とコイル３の通電量との関係性を得ること
ができる。
【００５８】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、例えば次のように変形して実
施することができ、これらの実施形態も本発明の技術的範囲に属する。
【００５９】
　＜変形例１＞
　上記第１実施形態では、磁石５のみをコイル３に向けて傾けた構成としたが、これに限
るものではなく、例えば、コイル３も磁石５と同じ向きに傾くように、レンズ保持部材２
に巻回するようにしても良い。これにより、磁石５から発生する磁束がコイル３に対して
直交或いは直交により近くなるようにすることができる。このことにより、磁石５から発
生する磁束を効率的にコイル３に作用させることができ、より推力を得ることができる。
【００６０】
　＜変形例２＞
　上記第１実施形態では、光軸方向と交差する方向における断面形状が一定の形状を有し
た磁石５を用い、光軸方向に対して傾けて磁石５を配置させた構成としたが、これに限る
ものではない。例えば、断面形状を光軸方向に対して徐々に変化するように形成された磁
石を用い、磁石とコイル３との対向する間隔が小さくなるように、磁石の面が傾向くよう
に磁石を配置するようにしても良い。
【００６１】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて
適宜変更することが可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　　２　　　レンズ保持部材
　　３　　　コイル
　　４　　　ケース
　　４ｗ　　内壁部
　　５　　　磁石
　　６　　　付勢部材
　　１０１　レンズ駆動装置
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